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第15回南部町議会定例会 

  

議事日程（第２号） 

平成20年３月６日（木）午前10時開議 

 

第 １ 一般質問 

 10番 工 藤 幸 子 

           １．パークゴルフ場整備について 

           ２．南部町図書館の施設設置について 

 ７番 川 井 健 雄 

           １．住民サービスの向上について 

           ２．町民の健康増進について 

           ３．消防団組織について 

 ６番 河門前 正 彦 

           １．南部町営地方卸売市場について 

 ３番 沼 畑 俊 一 

           １．農業振興について 

           ２．南部公民館について 

           ３．給食について 

 ２番 夏 堀 文 孝 

           １．南部町の交通ネットワーク整備について 

           ２．県立高等学校の再編、統合の動きに対する町の対応について 
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◎開議の宣告 

 

〇議長（小笠原義弘君） ただいまの出席議員数は18人でございます。定足数に達しております

ので、これより第15回南部町議会定例会を再開いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎一般質問 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第１、一般質問を行います。 

 一般質問の回数は３回までとし、制限時間は質問、答弁合わせて60分以内といたします。制限

時間を有効に使っていただくために質問者並びに答弁者は簡潔、明瞭にお願いいたします。 

なお、制限時間５分前になりましたらチャイムでお知らせいたしますのでご協力のほどをお願

いいたします。 

 これより通告順に順次発言を許します。 

 10番、工藤幸子君の質問を許します。工藤幸子君。 

（10番 工藤幸子君 登壇） 

 

〇10番（工藤幸子君） 皆様、おはようございます。よろしくお願いいたします。 

さきに通告しておりました２点について町長にお伺いいたします。 

まず１点目でございますが、パークゴルフ場整備についてであります。 

豊かな自然の中での健康づくりや人との関係を良好にするパークゴルフ場への見直し、整備と

活用についてであります。ご存じのように、ゴルフ場は20世紀前から日本に入り、神戸六甲を皮

切りに広まり、1977年日本女子プロの草分けである樋口久子プロが全米女子プロで優勝の栄冠を

手にしております。そこまで行かなくてもゴルフは身体にほどよい疲労を与え、それが刺激にな

って、筋肉の維持、活動を活発にする。特にパークゴルフは、老若男女、年齢を問わず超高齢者
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や障害者にも楽しめ、自然な歩行や喜びを伴い、日常生活では余り行っていない腹式呼吸ができ、

長い時間をかけて吐き出すという太極拳にも似た健康効果があり、高齢者年齢に必要な歩行によ

る脚力増強、腱腕筋や持久性を補い、生理的コンディションづくりと下肢からしのび寄る老人現

象の防止につながります。 

我が南部町も高齢化率が進む中、介護予防が叫ばれ、特に平成11年ゴールドプラン21では、介

護サービスと介護予防が両輪化され、高齢者の環境整備を強調、保護から自主支援が示され、資

源の活用が大きくうたわれています。人間はかかしのようにいつまでも同じ姿でいられるわけに

はいきません。少しでも介護をされる状態にならないよう、方法や施策を講ずることが必要であ

ります。もちろんいろいろな対策がある中で、まずは元気なうちに元気を継続していくことが大

事なのであります。 

そこで、最もよいのは自然の中で無理のない、そして効果のある運動や体力維持を考えるとき、

南部町には名久井岳のふもとに美しい森や観光農園、新鮮野菜や果実の味を楽しめる食堂が側近

の場所にあり、パークゴルフに適した芝生広場があります。今もパークゴルフ場の練習場として

活用されておりますが、さらにコースの数をふやし、拡大を図り、高齢者の健康づくり、時には

若者たちの出会いの場として活用も必要であります。いつでも、だれでも訪れた人が利用できる

よう道具を備えつけて楽しみの場とすることができるようにしていただきたい。町長はどのよう

にお考えなのかお伺いするものであります。 

次に、２点目でございますが、南部町図書館施設設置についてであります。 

町民だれもが利用したい意識の持てる独立した図書館の必要と町発展についてでありますが、

本を読まなくても人間は生きていくことができます。人生に読書は必ずしも不可欠とは言えませ

ん。経済的繁栄を誇る欧米や日本などの先進諸国、そしてそれを追いかける発展途上国の庶民の

生活とその周りには程度の差こそあれ、図書や雑誌、新聞等の活字メディアが存在しています。

そのほかにもラジオ、テレビといった電波メディア、有線、無線で情報を伝達するインターネッ

ト、また、インターネット端末として大活躍をしている携帯電話は、多くの人たちが肌身離さず

持ち歩いております。私たちは意識するとしないにかかわらず、日常的に多種多様な情報をその

大半を利用しないまま、ただ消費しております。単なる情報へのアクセス、情報入手の手段とし

てみるのであれば、読書は不要であると言ってもよいかも知れません。 

しかし、経済の繁栄を誇る国やマスメディア、教育界、町の発展を考え、人々は子供たちの未

来や町の発展を考えるとき、読書離れと環境の悪さに悲しんでいるのではないでしょうか。 

そこで、図書館にもいろいろあり、国立図書館、公立図書館、私立図書館、専門図書館、市町
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立図書館等々ありますが、町民のためのそこにある図書館はまずは町のど真ん中にあること、無

料で利用できる図書館、借りたいときに借りられる、利用者にとって距離的に近いところにある、

住まいか勤務先、通学先、同じ区内にある。最近では自治体内に複数の地区館の配置がふえてお

ります。サービスエリアが何キロかは図書館政策によりますが、敷居が高くなく、気取らない、

だれでも利用できる規模が大き過ぎなくとも自分のペースで核心に迫っていける図書館、雰囲気

が柔らかく、騒然とした周りとかけ離れた別の空間で、静かな親しみやすい、回りとは別の出入

口があり、気を使う必要が全くない、駅の連絡通路を歩くのと同じくらい自由に館内を闊歩でき、

女性と子供、エプロンをかけたままジャージ姿で行ける図書館、社会人も子供も学生もより多く

の住民に使ってもらえる図書館が必要であります。現代社会の課題に対応するには、文化、教育、

調査を活用し、知識や文化へのアクセスを可能にし、町の人づくりの一環として町発展の礎は図

書館にあり。その重要性を再確認していただき、南部地区の中央に図書館を設置していただくこ

とを切にお願いいたすものであります。町長のご所見をお伺いしたいと思います。 

以上でございます。 

                        ※着席 川守田稔君 

 

〇議長（小笠原義弘君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、工藤幸子議員のご質問にお答えを申し上げたいと思いますが、 

１点目のパークゴルフ場の見直し、または図書館の設置ということでございますが、具体的に申

し上げる前に、まず、ご要望はわかります。ただ、要望にすべてこたえていくとなると、その先

はどうなっていくかというのを我々はしっかりと先を見据えて取り組まなければならないとい

うのがまず理事者になるわけでございます。夕張市、今反省しているのが、議員の方も言ってお

りました、夕張市の議員、「我々もあらゆる要望をした。町もそれにこたえてくれた。しかしそ

の結果こうなって、やはり我々も反省すべき点がいっぱいあった」と。こういうことを我々理事

者は常に頭においてまちづくりをしていかなければならないという部分をまずご理解をいただ

きたいと思います。 

まず１点目のパークゴルフ場でございますけれども、平成18年９月の議会においてもグラウン

ドゴルフ場等に関するご質問を工藤議員からいただいております。その際の答弁の中に、「チェ

リリン村のグラウンドゴルフ場にパークゴルフも楽しめるように徐々に整備をしてまいりたい」
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と答弁をしてございます。これを受けまして、チェリリン村グラウンドゴルフ場にパークゴルフ

コースを９ホール併設をして、平成19年、昨年４月から供用開始をしてございます。あくまでも

パークゴルフ場の練習場としての整備ではありますけれども、利用頻度が高ければ今後また増設

ということもこれは検討していかなければならないと思っておりますが、現在の利用状況を見ま

すと、まだ現状の状況でこれはお願いしてよろしいのではないかなと思っております。 

その理由は、昨年４月から10月末までのパークゴルフの利用者数でございますが、177名でご

ざいます。また、同時期のグラウンドゴルフの利用者は1,336名、これは水、土、週２回のグラ

ウンドゴルフに開放しているわけですが、その中で1,300数名、パークゴルフの方は水、土を除

く期間はできるわけですけれども、そういう利用状況であるということからも、すべていつでも

どこでもということになりますと、これは大変なことになると。現在の状況で十分楽しめる部分

が私はあるだろうと。 

そしてまた、大会、ちゃんとした部分は大野村のパーク場があります。そういうところも活用

していただいて、ああいうものと同じようにすべて町村が整備していくとなると、これは運営的

にも大変難しい部分があると私は思っております。 

次に図書館の件でございますけれども、図書館の必要性、町の発展についてというご質問でご

ざいますが、現在、社会は著しく成長を遂げているわけでございますが、地域の文化を守り、育

て、自己の形成や生活の向上、地域づくりにつながる学習活動条件を整え、町民一人一人が生活

を通して創造の喜びを享受できる、そういうまず南部町を目指す必要があると思っております。 

いろいろな今学ぼうと思えば読書に限らずインターネット等もございます。もちろんテレビ、

ラジオもございます。雑誌もございます。そういう中で、やはり読書というのはまた一つのイン

ターネット、テレビとはまた違う一つの人間を形成していくという部分では非常に大事なものだ

と、こう思ってございます。 

ただ、それをすべての地区にどういう図書館の規模のお話かちょっとわかりませんが、理想と

すればそれが一番望ましいことなんでしょうけれども、今合併をしまして、名川中学校の１階に

町民図書室がございます。私ども合併して、そんなに面積的に広範囲の合併ではなかったと、こ

う思っております。時間的にも福地地区からも10数分から20分あれば十分着く。また、南部地区

からも同じく10分、15分で着くと。そういうことを考えますと、まず現在ある図書室を有効に活

用していただきたいなと。恐らく八戸市の図書館、ここに八戸市民が行くにはもっと我々以上に

時間を要していると思っております。今福地地区には公民館にも図書を配置しておりますし、南

部地区には特にぼたんの里に設置してございます。それをまた新たに増設するということについ
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ては、やはり既存のあるものを有効活用していただく、また、利用によっては県の図書館の本の

貸し出し、こういうのも借りることができるわけでございます。できる限り有効活用に努めてい

ただきながら、ご理解をいただきたいと、こう思っておりますので、すべてないよりはあった方

がいいということは、だれでも思うわけでございますけれども、そういう中で活用できるものを

活用してもらうということも、我々将来の財政を担っていく者として、これもまた大変重要なこ

とだと、こう思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 再質問はありませんか。工藤幸子君。 

 

〇10番（工藤幸子君） ただいま町長さんが非常にご理解のある中で、いろいろ意見を聞いてく

ださっておられたなということを実感いたしました。急にとは言いませんけれども、まちづくり

の前途ということで、機会を逃すことなく、ぜひやっていただきたい。特に健康管理の芝生広場、

あそこは非常に環境もよく、そして若者たちが近所のテニスコートを使用しているという、健康

の場ということで、あそこのエリアは非常に活用度がある場所だなと平素思っておりますので、

きょう、あした、そういう状況をお願いしますということではなくて、やはりまちづくりの一環

として町長さんの頭の片隅に、だけれども機会があればそれをとらえていただきたいと、そうい

うことでお話をしているわけでございます。 

 図書館もそのとおりでございます。今すぐにどうこうと言っているのではもちろんありませ

ん。既成の場所に10分、20分移動してでも、そこを活用していただきたいという、そういうご意

向のようでございますけれども、先ほども話の中でお伝えしておきましたが、朝のジョギングの

後に一休み図書館に行ってそういう時間を過ごしたいとか、あるいは買い物の後にあれを調べた

いなとか、そういうやはり地区に、町のど真ん中に、すぐ徒歩でも行ける距離にそういうところ

がなければ、そして特に騒然とした公民館とか、中学校とか、そういう施設の併用ということに

なりますと、そこに図書館を利用する人のあるいはプレッシャーがかかるのかなということも前

提にして、別途の入り口、つまりそこの図書館に入れば自分の思いをそこでいろいろな調べもの、

あるいは読みたいものを読めるという、安心して妨害もなく読めるという、そういう空気の中で

の図書館利用は非常に大事なことではないかと、このように思ってご質問申し上げたわけでござ

いまして、まず、町のど真ん中ということと、入り口が別個、例えば同じ建物に併設するにして

も、そのエリアに入っていくにはやはり内装といいますか、内壁で区別するにしても、騒然とし

たところではやはり読書は半分も効果があるのかなと、そんな感じがしておりますので、その辺
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を前提にして、どうぞ図書館行政を、まちづくりを、人づくりを町長さんは今後も組み合わせて

いろいろな建設計画に合わせて、心の教育、そしてまた健康の根本ということを十分に考えてい

ただいて、できればその機会を見逃すことなく、きょう、あしたでなくてもよろしいですけれど

も、その機会を逃さないように、ぜひよろしくお願いしたいということを強くお願いを申し上げ

まして、私の質問を終らせていただきたいと思いますが、それに関しても一言町長さんからまた

お話をいただければ幸いでございます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） 地区の真ん中にあれば歩いていけると。歩ける人の範囲というのは、限

られた人でございます、これも。必ずどこかの方は歩いていけない範囲になるわけでございます。

そうなったときに、じゃあすべてまた歩いたところにとなって拡大することもなきにしもあらず

でありまして、私はできる限り今後の財政を考えて議会と一緒になって取り組んでいくときに、

まずあるものをどういう活用していくかというものも非常に大事だと思います。 

名川中学校の１階の図書室、プレッシャーがあるというのはどういうプレッシャーなのか私は

わかりません。非常に学校図書室と２階と分離されている図書室でございます。工藤議員も一度

見ていると思うんですけれども、あそこを私は今度全町においての100円バスも４月から運行す

るわけでございます、低料金でもって。そういう部分も活用して本当にゆっくり読書したいとい

う部分、そういう部分は十分あそこでできると思いますし、本というのはその場だけではない、

自宅に帰ってゆっくり読む、そういうこともできるわけでございます。そういう部分も工藤議員

にはぜひご理解をいただいて、今後どういう形がいいのかということは我々も常に検討はしてま

いりますけれども、それに合わせて新たな建設という部分というものはまず有効活用をしていこ

う、それをまず第一前提としながら考えてまいりたいと、こう思っております。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 以上で工藤幸子君の質問を終わります。 

７番、川井健雄君の質問を許します。川井健雄君。 

（７番 川井健雄君 登壇） 

 

〇７番（川井健雄君） それでは、私からさきに通告しておりました３点についてご質問をいた

します。 
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まず、住民サービスの向上についてでありますが、３町村が合併しましてから早くも２年が過

ぎました。町長の任期も折り返し点を過ぎたわけでございますが、これからの２年間町長はどん

なカラーを出していくのか大変期待しております。 

さて、町長は「住民とのキャッチボール対話」ということをスローガンに掲げて当選されたと

思っております。広く町民の意見を行政に反映させるために、地域における行政座談会を開く考

えはないのでしょうか。 

また、合併してから役場窓口の対応が悪くなったとか、役場からの通知文書が期日よりもおく

れて来たとか、勤務中に食べ物を食べていたとか、合併前よりも職員の質が落ちてきているんじ

ゃないか、こういう声が私のところに聞こえてきます。この点について町長の考えをお伺いいた

します。 

次に、２点目の町民の健康増進についてであります。 

厚生労働省から５年ごとに発表される2005年都道府県別生命表が昨年12月に出されました。そ

れによりますと、青森県の男性の寿命が76.27歳、女性が84.80歳となっており、男性は1975年か

ら７回連続、女性は2000年から２回連続全国最下位となっております。当南部町の県内での順位

はどのぐらいにいるんでしょうかお伺いいたします。 

また、短命の要因の一つにがん、心疾患、脳卒中などのいわゆる生活習慣病が挙げられますが、

食生活の改善、肥満防止、喫煙防止などの指導はされているのでしょうか。12月議会において、

川守田議員の質問と重複する部分がかなりあると思いますが、今年度からの取り組み状況をお知

らせください。 

また、心に大きなストレスを抱え、自殺される方も近年増加していると聞きますが、その数と

対策はどうなっているのでしょうか、お伺いいたします。 

次に、３点目の消防団組織についてであります。 

地域の防災活動として欠かせない消防団員が減り続けております。青森県でも昨年初めて２万

人を下回りました。当町の消防団でも定員割れの分団が多いと思われます。その原因として、農

業や商業などの自営業者の減少、３交替制や日曜日が休みじゃないなどの就業構造の変化、また、

過疎化、少子高齢化の進行などが挙げられると思います。団員確保のためにどのような対策をと

っておられるのでしょうか。勤め人が多くなっている関係で昼間家にいない団員も多いと思われ

ます。その対応はどうなっていますでしょうか。 

今年度から採用する機能別団員についても詳しく説明をお願いいたします。 

また、訓練への参加が大きな負担となっており、入団を控える人も多いと思いますが、年間の
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出動回数はどのぐらいなのでしょうか、お伺いいたします。 

以上３点についてご答弁をお願いします。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、川井議員のご質問にお答え申し上げます。 

まず、１点目の住民サービス向上についての地域懇談会を開く考えはないかというご質問でご

ざいますけれども、多様化する町民のニーズ、地域の抱える問題など、町政運営を行うに当たり、

直接町民と意見交換をすること、あるいは地域の座談会を行うということは、町民の声を今後の

まちづくりに反映させるためにも大変重要なことだと、こう思ってございます。今後、機会をつ

くってまいりたいと、このように思っております。 

私は就任以来、これまでも町政を運営するに当たり、行政側からの一方向的なやり取りだけで

はなく、でき得る限り各町内の総会、また各団体の会合、懇親の場に出席をし、町民の皆さんの

お話を直接聞き、キャッチボール対話に努めてきたところでございますが、そのことによって時

間をかけないで取り組むことが実現できたこと等もたくさんございます。今度「企画課」を「企

画調整課」という課に改める予定でございますが、この理由も私に限らず担当課長等も課題が出

てきたときに一つの窓口をつくってそこに集約し、そこから担当課にどういう状況かと、どうい

うことをしていけばいいのかということを強化していくという意味においても変更して取り組

んでいきたいという考えでおります。 

２年間本当に座談会という部分を町主催によって開催をできればよかったんですが、何せ合併

当時、行政自体の事務調整、この方がまだ整っていない部分等がありまして、少しおくれていた

部分にはまた新たにして20年度等において早速取り組みをしてまいりたいと、こう思ってござい

ます。 

職員の対応についてでございますが、すべての職員は全体の奉仕者であるという、このことを

まず忘れてはならない、そのことを常に課長会議で恐らく課長たちにはもう耳にたこができるぐ

らい町長うるさいなというふうにとっていると思いますが、私はでもやはり我々公務員という立

場を常に忘れてはならない。役場に採用されたときに宣誓書を全職員が採用時に読みます。その

ことを時がたつとどうしても忘れかけている。やはり初心を忘れるべからず。その当時のことを

しっかりと職員には周知徹底をしていかなければならないと、こう思っております。これをまた
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課長たちが管理者たちがしっかりと自分の部下、毎日いるわけでございますから、そこがまた一

番大事になってくると、こう思っております。 

その中で、私は特にまず、職員のあいさつがない。ここを非常に感じておりました。これも何

回も言っております。人はあいさつをまずしてもらえるということによって、気持ちがかなり落

ち着く、住民の方もそうだと思います。例えば窓口に来たときに、「おはようございます。きょ

うはどんな用事で来ましたか」と、この一言があることによって、ちょっと時間がかかっている

なとこう思っても、でもあいさつがよかったからなと、こう許してもらえるという言い方も変で

すが、役場も頑張っているなというふうに見えると思いますが、あいさつがないというのは非常

に相手の方の気分を逆に悪くしてしまうというのがあると思っています。ですから、私はまずこ

のあいさつを徹底して職員みずから来た方々に一声あいさつをする。これを徹底しながら、また、

あと事務的な部分でおくれが生じたり、そういうものがあるのであれば、これはしっかりとそう

ならないように指導を徹底していかなければなりませんし、やはり早目早目の通知という、これ

は起案でもそうなんですが、間際になって私のところに職員が来たりします。ですから、詳しく

聞けないときがあるわけでございますが、これも今議員からご指摘いただいたのと同じ、早い起

案をしていれば、例えば私が出張でいない間でも帰ってきたときに、これはしっかり目を通せる

わけでございまして、そういう部分というものは副町長初め私からまたもう一度そういう停滞す

ることがあってはならないということをしっかりと指示しながら、まず職員がその認識を、全職

員がやはり持たなければならない。一生懸命取り組んでいる職員もおります。ただ、中にはどう

してもそういうおくれがちな職員もいますが、これをみんなで取り組まないことにはやっぱり住

民の方々には納得していただけないだろうと、こう思っておりますので、議員からご指摘、今後

されることがないようにしっかりと取り組みをしてまいりたいと、こう思っております。 

次に、町民の健康増進についての南部町の平均寿命の順位でございますが、最新のデータによ

りますと、全国の平均寿命としては平成18年簡易生命表による平均寿命は男性が79.00歳で世界

２位でございます。女性は85.81歳で世界の１位となっており、都道府県と比較しますと、平成

17年の平均寿命としては男性が78.79歳、女性が85.75歳となっておりました。町の表の前に、県

の平均寿命、これにつきましては昨年の12月に発表されているデータでございますけれども、男

性は76.27歳で、昭和50年から７回連続、さっき議員もおっしゃっておりました。女性は84.80歳

で、平成12年から２回連続で青森県ワーストとなっております。 

市町村ごとの平均寿命につきましては、直近のデータとしまして、平成12年の表になりますけ

れども、合併後の南部町の順位につきましては、まだ公表されておりません。このため、青森県
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67市町村、いわゆる合併前でございますけれども、そのときの数値で言いますと、男性では最も

平均寿命が短いのは73.6歳でございます。長いのは76.7歳となっております。男性の平均寿命で

は同率順位市町村を除くと27位までとなり、旧町村で申しますと、旧南部地区が一番長く、76.5歳

で27位中３位と、旧名川地区が76.2歳で５位と、旧福地地区が75.6歳で12位という結果になって

おります。ただ、県内においての平均寿命は長い町村になっております。女性の平均寿命でござ

いますが、最も短いのが82.5歳、最も長いのは84.9歳となっております。これは同率順位を除き

ますと、22位までとなりますが、旧名川地区が84.1歳で６位、旧南部、福地地区はともに83.5歳

で同順位の12位となっております。県内の順位で見ますと男女とも比較的上位の方に位置づけさ

れておりますが、何せ青森県自体が全国で最下位という状況にありますので、十分これは取り組

みをしていかなければならないと、こう思っております。 

いろいろな要因の中で、青森県においてもいわゆ三大生活習慣病、悪性新生物、心疾患、脳血

管疾患が三大習慣病の第１、２、３になっているわけですが、それにあわせて、議員からも質問

がこの後出ておりますいわゆる自殺が上位を占めているということも数値であらわれてござい

ます。今後、健康増進計画において重点課題と位置づけて、目標を掲げて予防に取り組んでいく

こととしてございます。 

次に、生活習慣予防の指導、取り組み等でございますけれども、生活習慣病対策につきまして

は、まず病気の早期発見、早期治療である２次予防とともに、生活習慣の改善を中心とした１次

予防が重要になってまいります。このため、国においては健康増進計画、いわゆる「健康日本21」

を平成12年３月に策定し、本町においても本年度新町としての健康増進計画「すこやか南部21」

の策定を進めているところでございます。これは旧町村ではそれぞれありましたが、合併したこ

とによって新たな南部町の「すこやか南部21」を策定中ということでございます。 

具体的な取り組みでございますけれども、健康づくりの推進は行政のみならず、町民一人一人

が個人の健康意識を向上させ、地域全体での健康づくりのきっかけづくりや取り組みをすること

が大変重要でございます。まずは受診しやすい健診体制、これにおいては住民健診を県総合健診

センターによる集団健診に加えて、町立名川病院においても受診できる体制となってございま

す。受診率の目標値達成には、今まで以上に大変有効な体制となっているものと考えております。 

次に、事後指導体制等でございますけれども、健診結果説明会を町内ごとに地区健康相談員及

び健康教室を開催し、ハイリスク者には保健師による訪問指導も実施しながら、バーデハウスに

おける水中運動、またはＢ＆Ｇ海洋センターにおける転倒骨折予防教室など、共同で実施できる

事業のほかに、本町の特徴として中学生を対象とした生活習慣病健康診査を実施し、家族への保
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健指導も含めながら若い世代からの生活習慣病への意識普及・啓発にも取り組んでいるところで

ございます。この生活習慣病健康検査においては、合併前、旧南部地区から行っておりましたが、

先般食育に関する部分においてもたしか東北農政局から表彰されたというふうに新聞を見て記

憶してございます。 

来年度からは医療制度改革にかかわる特定健康診査及び特定保健指導として、いわゆるメタボ

リックシンドロームに着目した健診及び保健指導の事業が実施されることになっております。こ

のため、国民健康保険加入者を中心に、従来の健診体制や指導体制を維持するとともに、保健推

進員、食生活改善推進委員の協力による食の改善とバーデハウス、海洋センター、そしてまた町

民体育館等々の町内にある各種運動施設等の利用促進を高め、保健指導においても呼びかけて、

肥満防止を図れるように努めてまいりたいと、こう思ってございます。 

次に、自殺者の数とその対策でございますけれども、当町の自殺者は、平成15年、これは３地

区を足した数字でございますが、13人、平成16年15人、平成17年７人、平成18年11人と、10人前

後で推移をしてございます。全国において交通事故の死亡者数は１万人に対して、自殺者はその

３倍、３万人と、こう言われております。青森県は500人前後で推移しておりましたが、平成18年

は440人に減っております。18年の自殺率で見ますと、全国は23.7、青森県は31.0、南部町は51.9と

なっており、全国の約２倍の自殺者が出ているという率になります。全国の都道府県の自殺ワー

スト３でございますが、ワースト１が秋田県が、次が青森県、そして次が岩手県、いわゆる北東

北３県がワースト３になっているという部分を考えますと、単なる北国というだけで済まされる

ものかなと。それと同時に北に住む人間というそういう部分もあるのか、これはいろいろな部分

を見て、角度でまた調査もしていかなければならないなと思っております。 

いろいろな県においても取り組みをしてきて、平成18年においては青森県内のワースト６位、

それでもまだ下の方なんですが、当町も取り組んでおります。そういう部分の成果は出てきつつ

あると、こう思っておりました。自殺の４割がうつが原因だと言われております。さまざまな要

因で精神的な負担が増加したときに、うつが発症すると言われております。うつはだれでもかか

り、またそのかわり治療すれば治るとされておりますので、このうつを減らすためには、減らす

ことによって自殺を減らすことができるものと考えております。 

次に、対策等でございますけれども、高齢者においては「よりあいっこ」という事業を開催し

て、孤立させないように努めております。 

また、住民健診においてはうつの問診項目を取り入れて、スクリーニングを実施して解決して

いくという取り組み。 
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また、専門医師による「心の健康相談」の定期的な開催もしてございます。 

そしてまた、各地区での「健康教室」を開催してございます。これらの事業には開始以来、慶

応義塾大学の大野先生初め、青森県立保健大学の教授、また八戸市の湊病院の工藤清次郎先生、

松平病院の横田先生等々にもご指導をいただいて取り組んできておりまして、県内においては先

駆的な取り組みとして県の方からも評価はいただいているわけですが、今度はそれが数値として

あらわれるような評価になっていかなければならないと、こう思っております。 

平成18年合併時でございましたけれども、この「心の健康づくり」の取り組みが評価されまし

て、千代田生命さんだったと思いますが、「千代田地域保健推進賞」という賞も受賞して、取り

組みをしております。そういう取り組みにおいては非常に評価もいただいておりますので、これ

はしっかりと強化しながら、今後とも自殺者がなくなる、そういうふうにしてまいりたいと、こ

う思ってございます。 

ちなみに、町民の方々と、また私も出演しております「心の健康ビデオ」というビデオ作成を

いたしました。ボランティアの方々とつくりまして、20年度にはこのビデオ300本をそれぞれの

地区、町内会単位、班単位において全世帯に回覧して見られるようにしていく予定で今進めてお

りますので、ぜひ議員の皆様にもごらんいただいて、一人でもなくしていくという部分で取り組

みを一緒にお願いを申し上げたいと思います。 

また、３月８日でございますけれども、町民ホールにおきまして心の健康フォーラム、ここに

おいて大野先生の講演、そしてまた先ほど申し上げましたビデオの放映もされるという予定にな

っておりますので、時間が許せる議員の皆様にはまたご来場いただければと思います。 

次に、消防団員の減少等についてでございますけれども、消防団は生業を持ちながらもみずか

らの地域はみずからが守るという崇高な郷土愛護の精神に基づいて、昼夜を問わず各種災害に立

ち向かい、地域の安全・安心確保に対して、大きな貢献をいただいているところでございます。

しかしながら、消防団員の団員数については減少が続いているわけでございますが、その対策と

いうことでございますけれども、消防団員の減少につきましては、人口の過疎化、または少子高

齢化社会の到来や産業就業構造の変化に伴い、全国的に見ても消防団員は減少傾向にあり、約

200万人いた消防団員が今では90万人を割ろうかという状況でございます。青森県内で見ますと、

平成18年４月１日現在の実員数は２万173人、平成19年度、１年後でございますが１万9,978人と、

１年間で県全体で195人が減少してございます。南部町においては、団員の条例定数は741人でご

ざいますが、平成18年４月１日現在の実員数は665人でありまして、１年後の平成19年４月１日

の実員は659人と、平成19年度は前年度より６名の減少ということでございます。 
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このことから町といたしましても、町広報紙への掲載による団員募集、そして各分団からも入

団のお願い等を行ってまいりましたが、消防団員の減少に歯どめをかけ、消防団員確保のさらな

る推進、サラリーマン団員の増加による平日・日中の出動可能団員の減少による平日、日中の対

応策としまして、今町議会にもお願いをいたしますが、南部町の消防団員の定員、任用、給与、

服務等に関する条例の一部を改正する条例を上程させていただきましたが、消防署・消防団ＯＢ

による災害支援団員に関する規定を加え、元消防職員・元消防団員として培った豊富な経験、知

識及び技能を生かせる環境を整えるとともに、災害時の現場で不足する消防力を補完して、地域

の安心・安全の確保を図ってまいりたいと、このように思っております。 

消防署と連携しながら、いかに自助が重要か、いかに隣近所の共助が頼りになるかということ

などを行政員会議で資料を提供しながら、町内でつくる自主防災組織結成の促進に努めていると

ころでございます。平成19年度には、新たにあけぼの町内自主防災会、そして三戸駅前町内会、

これは８区、９区、10区、11区、小波田第１、小波田第２の町内会でございますが、自主防災会

が２組織されました。南部町は現在、火防団を含めますと、８地区、13町内会で組織しておりま

す。今後も町内会の皆様にお願いをしながら自主防災組織をふやしていきたいと、こう思ってご

ざいます。 

また、地震、風水害その他の災害が発生した場合において、現在建設資機材や労力の応援要請

のために、町内の35の建設業、建築業等の業者と「災害時における応急対策業務に関する協定書」

を締結してございます。消防団のみならず、町内事業所等の協力もいただきながら、応援要請を

行うことのできる体制を進めているところでございます。 

次に、昼間の火事、災害等の対応策でございますが、昼間の火事、災害等の対策、恐らく平日、

日中における出動可能消防団員の減少による火災、災害時の対策ということだと思いますけれど

も、南部町消防団の組織は現在、福地消防団10分団、名川消防団11分団、南部消防団11分団、計

32分団で組織されております。先ほども申し上げました現在659名で構成されているところでご

ざいます。消防団として日ごろ教育訓練を受けており、消防活動や各種の実技、訓練、講習会を

重ね、活動の連携を図り、有事に対して備えているところでございます。町に火災、あるいは災

害が生じた場合には、各団が連携して対応することとなります。昨年の防災訓練の中においても

各地区分団の連携による中継送水訓練を行うなど、これからも訓練を重ね、消防力の強化を図っ

てまいりたいと、こう思っております。 

減少に伴う分においては、先ほど申し上げましたさまざまなＯＢの方々等からもご協力をいた

だき、その中ではしっかりと補償の問題、そういう部分を条例でもってしっかりと定めて、取り
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組まなければならないために、上程をさせていただきました。そういう部分もしっかり取り組み、

有事の際においてもできる限り最小限でまず食い止める。特に人的災害においてはまず第一に掲

げて、ないように努めてまいりたいと思っております。 

年間の消防団の出動回数でございますが、この回数は例えば32分団が１回出れば、32回という

数字になりますので、平成18年の出動回数でございますが、３地区消防団32分団合わせて339回

でございます。出動延人員数は8,782人となってございます。主な出動内容は火災が23回、風水

害等の災害が９回、演習・訓練等が180回、特別警戒が100回となっております。 

平成19年の出動回数は225回、出動延人員数は7,686人となってございます。主な出動内容は火

災が19回、風水害等の災害が２回、演習・訓練等が112回、特別警戒が55回、捜索活動の出動が

16回となっております。 

19年度の出動回数は18年に比べまして114回減少になっております。延人数において1,096人と

なっておりますが、これは平成18年操法大会がありまして、その操法に出場する分団員の演習、

訓練、これがカウントされていることでございます。 

最近の傾向でありますけれども、高齢者、認知症の方を含む行方不明者の捜索活動のための出

動回数もふえてきているのが現状でございます。消防団では、地域で発生した火災の鎮圧や地震、

風水害などの各種災害の防御活動はもちろんのこと、そのための演習・訓練の実施、災害が発生

したときだけではなく、防災の予防広報活動や社会奉仕活動など幅広い業務を行っていただいて

おり、防災の中心的な役割を担っていただいております。まさに消防団、サイレン一つでもって

生業を投げ打って現場に駆けつけるという真のボランティアの組織であると思っておりますの

で、今後とも消防団のご要望等、できる限りお聞きをしながら、そしてまた、回数的には議員か

らもご指摘がありました火災の出動回数というよりも、訓練の回数が非常に多い数値になってお

ります。このことにつきましては、また消防団の幹部の方々、効率的な回数、そういう部分も大

変忙しい団員の方々でございますので、そういう部分は担当課を通じながらまた団員として検討

もしてもらうと。ただ、非常に意欲を持ってしていただいておりますので、そういう部分もご理

解をいただいて、再質問等々につきましてはまた担当課の方からも答弁させたいと思います。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 再質問はありませんか。川井健雄君。 

 

〇７番（川井健雄君） 住民サービスの向上につきましては、昨年９月から議員の数が20人に減

っておりまして、住民の声が行政に反映されにくくなっていると思いますので、ぜひ行政座談会




